
 - 1 -

公立大学法人大分県立看護科学大学監事監査規程 

 

平成１８年 ４月 １日 

規程第   ５６  号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下「法」という。）

第１３条第４項の規定に基づき、監事が行う公立大学法人大分県立看護科学大学（以下「法人」

という。）の業務の監査（以下「監査」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（監査の目的） 

第２条 監査は、法人の業務の合理的かつ効率的な運営を図るとともに、会計経理の適正を期す

ることを目的とする。 

 

（監査の対象） 

第３条 監査は、法人の業務及び会計の執行状況について行う。 

 

（監査の種類） 

第４条 監査は、定期監査及び臨時監査とする。 

２ 前項に規定する定期監査のうち、業務の監査は次条に定める監査計画に基づき毎事業年度に

１回、会計の監査は４半期に１回及び事業年度決算時に行う。 

３ 第１項に規定する臨時監査は、特定の事項について監事が必要と認める場合に行う。 

 

（監査計画） 

第５条 監事は、毎事業年度当初に監査計画を作成し、理事長に提出するものとする。ただし、

臨時監査については、この限りでない。 

 

（理事会等への出席） 

第６条 監事は、理事会、経営審議会、教育研究審議会その他重要な会議に出席し、意見を述べ

ることができる。 

 

（監査の補助） 

第７条 監事は、理事長の承認を得て、職員に監査に関する事務を補助させることができる。 

２ 前項に規定する職員は、監査業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（監査の協力） 

第８条 監事は、必要に応じ、役員及び職員に対して質問し、説明及び資料の提出を求めること

ができる。 

２ 役員及び職員は、監事（監査の事務補助に従事する職員を含む。）が行う監査に協力しなけ

ればならない。 

 

（監査結果報告書の作成等） 

第９条 監事は、監査終了後、１月以内に監査結果報告書を作成し、理事長に提出しなければな

らない。 
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２ 前項の場合において、監事は、必要があると認めるときは、意見を付すことができる。 

 

（改善措置等） 

第１０条 理事長は、前条第２項の意見に基づき改善すべき事項があるときは、速やかに改善措

置を講じ、その結果を監事に通知しなければならない。 

 

（知事への意見の提出） 

第１１条 監事は、法第１３条第９項の規定に基づき、大分県知事（以下「知事」という。）に

意見を提出するときには、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。 

 

（監事に回覧する文書） 

第１２条 次に掲げる文書は、監事に回覧しなければならない。 

（１）知事に対する認可又は承認の申請書その他の重要文書 

（２）知事からの認可書、承認書その他の重要文書 

（３）大分県地方独立行政法人評価委員会からの重要文書及び同委員会に提出する重要文書 

（４）大分県監査委員に提出する重要文書 

（５）前各号以外の官公庁から発せられた重要文書 

（６）業務に関する重要な報告書その他の重要文書 

 

（事故又は異例の事態の監事への報告） 

第１３条 業務上の事故又は異例の事態が発生したときは、関係職員は、速やかにその旨を口頭

又は文書で監事に報告しなければならない。 

 

（補則） 

第１４条 監査の手続その他この規程の実施に関し必要な事項は、理事長と協議の上、監事が別

に定める。 

 

  附 則 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 


